
東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

四

号

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

五

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

二

項

第

四

号

中

「

都

条

例

第

三

条

第

二

項

第

一

号

」

を

「

条

例

第

四

条

第

二

項

第

一

号

」

に

改

め

る

。

第

十

一

条

中

第

四

項

を

第

五

項

と

し

、

第

三

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

４

条

例

第

四

条

第

一

項

第

八

号

の

三

エ

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

る

浴

槽

水

の

消

毒

は

、

次

に

掲

げ

る

方

法

の

い

ず

れ

か

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

一

塩

素

系

薬

剤

に

よ

る

消

毒

と

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

消

毒

と

を

併

用

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

こ

と

。

二

モ

ノ

ク

ロ

ラ

ミ

ン

に

よ

る

消

毒

を

行

う

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

モ

ノ

ク

ロ

ラ

ミ

ン

濃

度

が

一

リ

ッ

ト

ル

に

つ

き

三

ミ

リ

グ

ラ

ム

以

上

に

な

る

よ

う

に

保

つ

こ

と

。

第

十

二

条

を

第

十

三

条

と

し

、

第

十

一

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

調

節

槽

を

使

用

す

る

と

き

の

措

置

）

第

十

二

条

条

例

第

四

条

第

八

号

の

四

の

規

定

に

よ

る

調

節

槽

内

部

の

清

掃

は

一

年

に

一

回

以

上

行

い

、

消

毒

は

一

週

間

に

一

回

以

上

行

う

も

の

と

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

中

「

1
2

」

を

「

1
3

」

に

改

め

る

。

第
条

関
係

第
条

関
係
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付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

五

号

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

五

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

、

及

び

」

を

「

、

」

に

改

め

る

。

第

十

二

条

中

第

四

項

を

第

五

項

と

し

、

第

三

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

４

条

例

第

五

条

第

八

号

オ

⑷

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

る

浴

槽

水

の

消

毒

は

、

次

に

掲

げ

る

方

法

の

い

ず

れ

か

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

一

塩

素

系

薬

剤

に

よ

る

消

毒

と

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

消

毒

と

を

併

用

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

こ

と

。

二

モ

ノ

ク

ロ

ラ

ミ

ン

に

よ

る

消

毒

を

行

う

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

モ

ノ

ク

ロ

ラ

ミ

ン

濃

度

が

一

リ

ッ

ト

ル

に

つ

き

三

ミ

リ

グ

ラ

ム

以

上

に

な

る

よ

う

に

保

つ

こ

と

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

六

号

東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

目

次

中

「

第

三

節

特

例

地

域

型

保

育

給

付

費

に

関

す

る

基

準

（

第

二

十

条

・

第

二

十

一

条

）

」

を

「

第

三

節

特

例

地

域

型

保

育

給

付

費

に

関

す

る

基

準

（

第

二

十

条

・

第

二

十

一

条

）

に

改

第

四

章

雑

則

（

第

二

十

二

条

）

」

め

る

。

第

四

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第

四

条

削

除

第

十

五

条

第

四

項

第

一

号

中

「

第

二

十

四

条

第

三

項

」

の

下

に

「

（

同

法

附

則

第

七

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

る

。

第

三

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

第

四

章

雑

則

（

電

磁

的

記

録

）
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第

二

十

二

条

条

例

第

五

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

電

磁

的

方

法

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

一

電

子

情

報

処

理

組

織

（

条

例

第

五

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

電

子

情

報

処

理

組

織

を

い

う

。

）

を

使

用

す

る

方

法

の

う

ち

ア

又

は

イ

に

掲

げ

る

も

の

ア

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

利

用

申

込

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

を

接

続

す

る

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

送

信

し

、

受

信

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

フ

ァ

イ

ル

に

記

録

す

る

方

法

イ

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

フ

ァ

イ

ル

に

記

録

さ

れ

た

記

載

事

項

（

条

例

第

五

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

記

載

事

項

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

利

用

申

込

者

の

閲

覧

に

供

し

、

利

用

申

込

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

当

該

利

用

申

込

者

の

フ

ァ

イ

ル

に

当

該

記

載

事

項

を

記

録

す

る

方

法

（

電

磁

的

方

法

に

よ

る

提

供

を

受

け

る

旨

の

承

諾

又

は

受

け

な

い

旨

の

申

出

を

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

フ

ァ

イ

ル

に

そ

の

旨

を

記

録

す

る

方

法

）

二

磁

気

デ

ィ

ス

ク

、

シ

ー

・

デ

ィ

ー

・

ロ

ム

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

方

法

に

よ

り

一

定

の

事

項

を

確

実

に

記

録

し

て

お

く

こ

と

が

で

き

る

物

を

も

っ

て

調

製

す

る

フ

ァ

イ

ル

に

記

載

事

項

を

記

録

し

た

も

の

を

交

付

す

る

方

法

２

前

項

各

号

に

掲

げ

る

方

法

は

、

利

用

申

込

者

が

フ

ァ

イ

ル

へ

の

記

録

を

出

力

す

る

こ

と

に

よ
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る

文

書

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

条

例

第

五

十

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

電

磁

的

方

法

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

一

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

方

法

の

う

ち

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

が

使

用

す

る

も

の

二

フ

ァ

イ

ル

へ

の

記

録

の

方

式

４

前

三

項

の

規

定

は

、

条

例

の

規

定

に

よ

る

書

面

等

に

よ

る

同

意

の

取

得

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

一

項

中

「

記

載

事

項

（

条

例

第

五

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

記

載

事

項

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

に

関

す

る

事

項

」

と

、

「

提

供

を

受

け

る

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

を

行

う

」

と

、

「

受

け

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

行

わ

な

い

」

と

、

前

項

第

一

号

中

「

第

一

項

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

次

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

一

項

各

号

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

七

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

一

項

中

「

勤

務

証

明

書

（

別

記

第

二

号

様

式

）

」

を

「

区

長

が

別

に

定

め

る

勤

務

証

明

書

」

に

改

め

る

。

別

表

第

一

東

京

都

北

区

荒

川

ふ

じ

ク

ラ

ブ

の

項

、

東

京

都

北

区

豊

島

育

成

室

の

項

、

東

京

都

北

区

第

一

さ

く

ら

ク

ラ

ブ

の

項

、

東

京

都

北

区

第

二

さ

く

ら

ク

ラ

ブ

の

項

及

び

東

京

都

北

区

十

条

台

小

ク

ラ

ブ

の

項

を

削

り

、

同

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

一

四

〇

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

二

四

〇

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

三

四

〇

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

一

四

〇

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

二

四

〇

別

表

第

二

中
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「

東

京

都

北

区

第

三

豊

島

学

童

ク

ラ

ブ

を

」

「

東

京

都

北

区

第

三

豊

島

学

童

ク

ラ

ブ

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

一

に

、

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

三

」

「

東

京

都

北

区

滝

四

も

み

じ

ク

ラ

ブ

第

二

を

」

「

東

京

都

北

区

滝

四

も

み

じ

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

滝

野

川

も

み

じ

元

気

っ

子

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

滝

野

川

も

み

じ

元

気

っ

子

ク

ラ

ブ

第

二

に

、

東

京

都

北

区

滝

野

川

も

み

じ

元

気

っ

子

ク

ラ

ブ

第

三

東

京

都

北

区

谷

端

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

」

「
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東

京

都

北

区

第

一

さ

く

ら

ク

ラ

ブ

を

東

京

都

北

区

第

二

さ

く

ら

ク

ラ

ブ

」

「

東

京

都

北

区

梅

木

あ

お

ば

ク

ラ

ブ

第

一

に

改

め

、

同

表

に

東

京

都

北

区

梅

木

あ

お

ば

ク

ラ

ブ

第

二

」

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

三

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

二

別

記

第

二

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

別
記

第
二

号
様

式
削

除

付

則
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（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

第

四

条

第

一

項

及

び

別

記

第

二

号

様

式

の

改

正

規

定

令

和

三

年

十

一

月

一

日

二

別

表

第

一

東

京

都

北

区

荒

川

ふ

じ

ク

ラ

ブ

の

項

及

び

東

京

都

北

区

十

条

台

小

ク

ラ

ブ

の

項

を

削

る

改

正

規

定

、

同

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

改

正

規

定

（

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

一

の

項

及

び

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

二

の

項

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

及

び

別

表

第

二

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

改

正

規

定

（

東

京

都

北

区

王

一

小

ク

ラ

ブ

第

三

の

項

、

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

一

の

項

及

び

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

二

の

項

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

整

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

八

号

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

立

パ

ノ

ラ

マ

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

ま

で

一

第

三

月

曜

日

（

第

三

月

曜

プ

ー

ル

十

条

台

日

が

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

に

規

定

す

る

休

日

で

あ

る

と

き

は

、

そ

の

翌

日

）

二

一

月

一

日

か

ら

同

月

四

日

ま

で

三

十

二

月

二

十

八

日

か

ら

同

月

三

十

一

日

ま

で

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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（

経

過

措

置

）

２

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

使

用

条

例

施

行

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

（

令

和

三

年

十

月

東

京

都

北

区

教

育

委

員

会

規

則

第

十

四

号

）

の

施

行

の

際

、

現

に

同

規

則

に

よ

る

廃

止

前

の

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

使

用

条

例

施

行

規

則

（

平

成

三

年

三

月

東

京

都

北

区

教

育

委

員

会

規

則

第

三

号

）

第

七

条

の

規

定

に

よ

り

受

け

て

い

る

登

録

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

受

け

た

登

録

と

み

な

す

。
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